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第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
貸
金
業
規
制
法
の
適
用
除
外
）

第
八
条

法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
号
の
主
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
貸
付
債
権
を
譲
り
受

け
、
当
該
特
定
貸
付
債
権
を
信
託
会
社
等
に
信
託
す

る
場
合
は
、
貸
金
業
者
の
貸
付
け
に
係
る
特
定
貸
付

債
権
を
中
小
企
業
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い

う
。）が
譲
り
受
け
る
こ
と
及
び
譲
り
受
け
た
当
該
特

定
貸
付
債
権
を
公
庫
が
信
託
会
社
等
に
信
託
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
当
該
貸
金
業
者
が
当
該
貸
付
け
の
契

約
を
締
結
す
る
際
に
当
該
特
定
貸
付
債
権
の
債
務
者

及
び
保
証
人
の
承
諾
を
得
た
場
合
と
す
る
。

２

法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
特
定
貸
付
債
権
の
債
務
の
一
部
の

保
証
を
行
う
場
合
は
、
公
庫
が
当
該
特
定
貸
付
債
権

の
債
務
者
及
び
保
証
人
か
ら
委
託
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
場
合
と
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て

「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。（

業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
業
務
方
法
書
に
記

載
す
べ
き
事
項
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
公
庫
が
法
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
機
械
保

険
経
過
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

四

教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目
、
教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目
、
教
育
課
程
に
関
す
る
科
目
、
生
徒
指
導

及
び
教
育
相
談
に
関
す
る
科
目
又
は
総
合
演
習
の
単
位
は
、
教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
二
単
位

ま
で
、
教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
四
単
位
（
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
二
単
位
）
ま
で
、
教
育
課
程
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
四
単
位
（
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ

つ
て
は
二
単
位
）
ま
で
、
生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
四
単
位
（
二
種
免
許
状
の
授
与

を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
単
位
）
ま
で
、
総
合
演
習
に
あ
つ
て
は
二
単
位
ま
で
、
栄
養
教
諭
の
普
通
免
許
状

の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
の
単
位
を
も
つ
て
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
二
中
「
第
五
条
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
四
第
一
項
中
「
及
び
第
十
条
」
を
「
、
第
十
条
、
第
十
条
の
三
及
び
第
十
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
五
条
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又
は
別
表
第
二
の
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
条
の
七
と
す
る
。

第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
若
し
く
は
養
護
教
諭
の
二
種
免
許
状
」
を
「
、
養
護
教
諭
の
二
種
免
許
状
若
し
く
は
栄
養

教
諭
の
二
種
免
許
状
」
に
、「
第
五
条
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又
は
別
表
第
二
の
二
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
養
護
に
関
す
る
科
目
」
を
「
、
養
護
に
関
す
る
科
目
又
は
栄
養
に
係
る
教
育
に
関
す

る
科
目
」
に
、「
及
び
第
十
条
」
を
「
、
第
十
条
、
第
十
条
の
三
及
び
第
十
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五

条
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又
は
別
表
第
二
の
二
」
に
、「
又
は
養
護
教
諭
の
一
種
免
許

状
」
を
「
、
養
護
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
栄
養
教
諭
の
一
種
免
許
状
」
に
、「
同
表
第
三
欄
」
を
「
こ
れ
ら
の
別
表
の

一
種
免
許
状
に
係
る
第
三
欄
」
に
、「
及
び
第
十
条
」
を
「
、
第
十
条
、
第
十
条
の
三
及
び
第
十
条
の
四
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
条
の
六
と
す
る
。

一

保
険
関
係
が
成
立
す
る
割
賦
販
売
契
約
（
中
小

企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の

廃
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

四
十
六
号
）
第
一
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。）の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
機
械
類
信
用
保
険

法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
六
号
。
以
下

「
旧
機
械
保
険
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
割
賦
販
売
契
約
を
い
う
。）及
び
購
入
資

金
借
入
保
証
契
約
（
旧
機
械
保
険
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
購
入
資
金
借
入
保
証
契
約
を
い

う
。）並
び
に
リ
ー
ス
契
約
（
旧
機
械
保
険
法
第
二

条
第
三
項
に
規
定
す
る
リ
ー
ス
契
約
を
い
う
。）の

範
囲

二

保
険
事
故

三

保
険
金
額
の
保
険
価
額
に
対
す
る
割
合

四

保
険
料

五

保
険
金

六

第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
機
械
保
険
経
過
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省

経
済
産
業
省
令
第
四
号

中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の

廃
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
六

号
）
の
施
行
に
伴
い
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
の
特
定
保

険
等
業
務
に
関
す
る
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
期
間
に
関
す
る

省
令
を
廃
止
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

中
小
企
業
総
合
事
業
団
の
特
定
保
険
等
業
務
に
関

す
る
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
期
間
に
関
す
る
省
令
を

廃
止
す
る
省
令

中
小
企
業
総
合
事
業
団
の
特
定
保
険
等
業
務
に
関
す
る

財
務
諸
表
等
の
閲
覧
期
間
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年

大

蔵

省

通
商
産
業
省
令
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省

経
済
産
業
省
令
第
五
号

破
綻
金
融
機
関
等
の
融
資
先
で
あ
る
中
堅
事
業
者
に
係

る
信
用
保
険
の
特
例
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十
年

法
律
第
百
五
十
一
号
）第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

破
綻
金
融
機
関
等
関
連
特
別
保
険
等
業
務
に
係
る
業
務
方

法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

財
務
大
臣

谷
垣

禎
一

経
済
産
業
大
臣

中
川

昭
一

破
綻
金
融
機
関
等
関
連
特
別
保
険
等
業
務
に
係
る

業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

破
綻
金
融
機
関
等
関
連
特
別
保
険
等
業
務
に
係
る
業
務

方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
険
関
係
が
成
立
す
る
保
証
の
範
囲

二

保
険
事
故

三

保
険
金
額
の
保
険
価
額
に
対
す
る
割
合

四

保
険
料

五

保
険
金

六

一
か
ら
五
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
険
に
関

し
必
要
な
事
項

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
三
十
六
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
教
育
職
員

免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
教
育
職
員
免
許

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

河
村

建
夫

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
一
条
の
二
中
「
第
五
条
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
並
び
に
同
法
第
六
条
別
表
第
三
か
ら
別
表
第
八
ま

で
」
を
「
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
八
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
三
中
「
第
五
条
別
表
第
一
備
考
第
二
号
」
を
「
別
表
第
一
備
考
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
中
「
第
五
条
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
条
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
、
同
項
の
表
備
考
第
七
号
中
「
も
の
と
す
る
」

の
下
に「（
第
十
条
及
び
第
十
条
の
四
の
表
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。）」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
九
号
中
「
及

び
第
十
条
」
を
「
、
第
十
条
及
び
第
十
条
の
四
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
十
七
号
中「
第
五
条
別
表
第
一
備
考
第
九
号
」

を
「
別
表
第
一
備
考
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
別
表
第
一
備
考
第
六
号
」
を
「
別
表
第
一
備
考
第

六
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
中
「
第
五
条
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
五
条
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
条
別
表

第
一
備
考
第
六
号
」
を
「
別
表
第
一
備
考
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
第
五
条
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
五
条
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
、
同
条
の
表
備
考
第
一
号
を
削
り
、

同
表
備
考
第
二
号
中
「
第
五
条
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
一
号
と
し
、
同
表
中
備

考
第
三
号
を
備
考
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目
、
教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目
、
生
徒
指
導
及
び
教
育
相
談
に
関
す
る
科

目
又
は
総
合
演
習
の
単
位
は
、
教
職
の
意
義
等
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
二
単
位
ま
で
、
教
育
の
基
礎
理
論
に

関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
四
単
位
（
二
種
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
単
位
）
ま
で
、
生
徒
指

導
及
び
教
育
相
談
に
関
す
る
科
目
に
あ
つ
て
は
二
単
位
ま
で
、
総
合
演
習
に
あ
つ
て
は
二
単
位
ま
で
、
小
学
校
、

中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
幼
稚
園
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
の
単
位
を

も
つ
て
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
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